
・テロ情勢が厳しく、我が国との交流の深い開発
　途上地域に対する協力の推進
　－各国航空セキュリティの現状調査及び対応策
　　の検討
・Ｇ８、ＩＣＡＯ等における取組みへの協力・支
　援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

航空保安に係る国際協力・連携

・スカイマーシャルの導入(警察庁と連携)
・ランプインスペクションの充実
・現行のフェーズＥに対応した保安体制（ＨＪ検査人件
　費負担、機側監視業務）を継続すると共に、以下の予
　算措置を新規に実施。＜１７年度新規＞
　ー貨物及び空港関係者等検査機器等の整備
　ー空港における保安対策･査察･危機管理体制強化
　ー航空保安検査機器等、新技術を活用した保安強化　
　（総政局と連携）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

ハイジャック・テロ対策の充実

スカイマーシャルの導入

貨物用Ｘ線検査機器
金属探知機を利用した保安検査
空港関係者に対する出入管理、

航空における保安対策の強化航空における保安対策の強化

・空港管理者、航空運送事業者等が講じる保安
　措置に対する国の承認制度の創設
　（航空法施行規則の改正）
　－空港管理者等が講じるべき保安措置を法令
　　上明確化、国が当該措置の基準適合性を審
　　査して承認を与える制度を創設

国の承認制度の創設

モニターカメラ

センサー

センサー・モニター
カ メ ラ の 設 置

杭の設置等の車止め

フ ェ ン ス の

材 質 強 化

ゲ ー ト の 強 化

羽田空港をはじめ、大規模空港から順次整備を実
施中。来年度も、引き続き整備。

本省航空局及び東京・大阪航空局における航空保
安関係組織の強化を検討中

航空保安関係組織の強化４月２８日に羽田空港において発生した不法侵入事案等を
教訓として、各空港における保安対策を強化

不法侵入対策の強化

◇ハイジャック・テロ等航空に対する脅威の高まりに対応し総合的な航空保安対策を実施
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・尖閣諸島への領有権主張活動の活発化
・Ｈ16.３ 中国人活動家７名が魚釣島に不法上陸

・外国海洋調査船による事前申請等のない又は事前申請等　の
内容と異なる海洋調査の活発化
・中国による日中中間線付近での天然ガス採掘施設の建設

・Ｈ21.５ までに大陸棚の地形・地質に関するデータ等大　陸
棚の限界延長に関する情報を国連「大陸棚の限界に関　する委
員会」に提出

【背　景】 尖 閣 諸 島 対 策

監視対象船舶の早期発見

監視・採証機能を強化した航空機の配備

機動力のあるボートを搭載した新型巡視船の配備

監視・採証の実施

洋上監視等に優れた新型航空機の配備

領有権主張活動船舶

領有権主張活動船舶に対
する規制措置 複合型ゴムボートによる上陸阻止

上陸用ゴムボート

不 法 上 陸 阻 止 の た め の 新 た な 警 備 体 制 の 構 築

ＰＬ

大 陸 棚 の 限 界 画 定 の た め の 調 査

総　合　調　整
大 陸 棚 調 査 に 関 す る
関 係 省 庁 連 絡 会 議

調査成果の集約、データベース化

海底地形
地 磁 気
重 力

基 盤 岩
地殻構造

データベース

第二 段階の 本格的 調査の 開始

　平成１６年度の調査結果等を踏ま
え、平成１７年度から第二段階の調
査を開始。

内 閣 官 房
大陸棚調査対策室

海
上
保
安
庁

経
済
産
業
省

文
部
科
学
省

外
務
省
ほ
か

大陸 棚調査 データ の 管理

文部科学省
経済産業省
海上保安庁

大陸棚延長の可能性がある海域
管区警備課

指
揮
・
命

令

指揮・命 令

指
揮

内閣官房、外務省
資源エネルギー庁等

本庁警備課
領海警備対策官

の新設

・ハイレベルの協議・調整
・情報交換

巡視船による監視・警戒

中
国
の
天
然
ガ
ス
採
掘
施
設

外 国 海 洋 調 査 船 対 策

監 視・通 報 体 制 の 強 化
監視機能を強化した新型航空機の配備

外国海洋調査船

外国海洋調査船

◇ 機動力のあるボートを搭載した新型巡視船、洋上監視等に優れた新型航空機等を配備して、尖閣諸島への不法上陸
　 を阻止し、我が国ＥＥＺ（排他的経済水域）で調査活動を行う外国海洋調査船の監視・警戒を厳重に実施

◇ 大陸棚の限界画定のための第二段階の調査を開始、調査成果を集約、データベース化

我が国の海洋権益の確保我が国の海洋権益の確保
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地域の水害対応力の強化地域の水害対応力の強化
新潟・福島、福井豪雨災害を踏まえた

◇　判断・行動に役立つリアルタイム情報の提供　◇　地域水防力の強化　◇　堤防対策

避難誘導の強化

今後の新たな措置

・水防活動において高齢者等を避難誘導(活動範囲の明確化)
・高齢者等の被災実態調査や避難支援の在り方等の検討(関係省庁と連携)

・１６年８月中に全国で目視による緊急点検を行い、補修の実施(都道府県にも要請)
・中小河川の堤防点検・対策ガイドラインを作成、既設堤防の質的強化対策に係る
　制度拡充により堤防強化を本格実施（１７年）

河川堤防等の
安全確認

地域水防力
の強化

堤防対策

【新潟、福井等被災地における対応】　　 　　被害額の査定作業の迅速化　　　　　　　　　　　　　　　仮復旧箇所の本格復旧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緊急に集中して河川改修等を実施し、治水安全度を向上同様の水害の再発防止

本格的な復旧

高
齢
者
な
ど
住
民
の
自
主
的
な
判
断
・行
動
を
支
援

・企業やＮＰＯ等を水防協力団体に位置づけ、水防体制を強化水防体制の強化

判断・行動
に役立つリ
アルタイム
情報の提供

住民への
伝達方法の改善

課題

・新型レーダー等による雨雲の発生・発達の詳細な監視
・予報情報のメッシュを10km四方から5km四方に詳細化し、早期に提供

・単なる河川水位だけでなく、危険の程度を実感できる情報(過去の水害との比
較,水位の上昇ｽﾋﾟｰﾄﾞ等)、浸水の状況、とるべき行動の情報を提供

・降雨予測と連動した土砂災害発生の警戒情報を発表

・市町村によるハザードマップ作成への支援と住民への周知
・堤防弱部の位置･内容を住民に情報提供

・インターネットやダム放流警告のための河川沿いのスピーカー、電光掲示版等多様な
手段を用いて、避難支援情報（市町村の避難勧告等を含む）を提供

・高齢者等が避難に要する時間を加味した情報提供方法の検討
・国土交通省光ファイバと地上デジタル放送を活用して直接家庭に双方向データを提供
できる技術開発(実証実験)

避
難
勧
告
に
つ
い
て
の
市
町
村

の
判
断
を
支
援

施策の方向

集中豪雨予報の
早期・詳細な提供

水位や浸水の情報

土砂災害の警戒情報

平常時における啓発

多
様
な
情
報
の
提
供

激甚災害の指定

別８



（判定）

3
2
1

防災基盤の整備
　重点的な施設整備

　的確な避難
徹底的な情報提供

地域の発意：安全・安心促進基本計画の策定地域の発意：安全・安心促進基本計画の策定

地域の発意を支援する総合的津波対策の推進　地域の発意を支援する総合的津波対策の推進　

◇　地域の避難計画に基づいて防災機能の確保を支援する仕組の導入

◇　一連区間の堤防機能の確保・水門の遠隔操作化、避難地・避難路・避難施設整備等を総合支援

海岸堤防の高さ：

※平成16年5月調査結果より　対象：海岸保全施設

不足１７％
不明３０％

東南海・南海地震に伴う津波による被害

①的確な避難、②防災基盤の
着実な整備、③安全な土地利
用への誘導を総合的に推進
する計画を地域の発意で策定

人的被害：最大約１万２千人
建物被害：最大約５万７千棟

地域の発意を支援する防災機能の緊急確保地域の発意を支援する防災機能の緊急確保

　　○地域の避難計画と連動して、省庁横断的な、一連区間の堤防機能の確保、水門
　　　の遠隔操作化、情報提供等を一体的に支援
　　○避難地・避難路・避難施設の整備、避難地・避難路沿いの建築物の耐震化及び　
　　　急傾斜地対策

　安全な土地利用への誘導
　地域づくりと一体となった規制　
　　　　　　　誘導

　　　　　　想定される被害　　　　　　想定される被害

■：全ての海岸堤防が想定
　津波高より高い市町村
■：一部でも調査が未実施
　の箇所のある市町村
■：一部でも海岸堤防が想
　定津波高より低い箇所の
　ある市町村

　　想定される津波と海岸堤防の高さ想定される津波と海岸堤防の高さ

・津波からの逃げ遅れ　
・水門・陸閘の閉鎖の遅れ

※中央防災会議による

　津波による人的被害の最小化

避難地の整備

避難施設の整備避難施設の整備
津波に耐えうる緊急避難
施設の整備

水門の遠隔操作化水門の遠隔操作化

高台の避難地とそこに至る避難路を
整備

急傾斜地対策

避難地、避難路の確保避難地、避難路の確保

避難地の整備

避難路沿い建築物の耐震化

避難路の整備

防
護
と
避
難
の
総
合
的
支
援

一連区間で機能を発揮するための対策一連区間で機能を発揮するための対策
B所管

A所管

堤防の機能確保堤防の機能確保
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地震発生後、主要動が陸上に到達するまで
の間（数十秒）に、迅速な列車緊急停止等の
初動対策が可能

今後、民間事業者や地方公共団体と連携し
て、建物内のエレベーターの制御や水門の
開閉等にも拡大し、初動体制をより一層強化

　・鉄道事業者と協力し、緊急地震速報を活用して地震発生後に直ちに列　
　車の運行制御等を行う利用の手引きを新たに作成
　　　→　地震発生後直ちに列車の運行制御を行うシステムを、鉄道事業
　　　　　者と新たに構築

　

・ケーブル式海底地震計及び陸上地震計を整備し、地震発生を早期検知　
　するための観測網を全国に展開　（１２３ヶ所→２２８ヶ所）
　　→　陸上地震計については、１７年度に１００ヶ所整備し全国展開を完了

・震源付近の観測データを活用した「緊急地震速報」の運用開始
　　→　震源付近で地震発生を早期検知し、主要動が届く前に関係者に 早
　　　　期通知する体制を全国ベースで本格運用開始

＜ハード面での整備＞

＜ソフト面での対策＞

海底地震計17-19年度計画
１７年度計画
１６年度整備
１５年度整備

地震

主要動到達

２～３秒 ５～１０秒 ２０～３０秒

地震発生情報 規模、震源推定 詳細情報

気象庁
利用環境整備

利用の手引き策
定
・情報伝達手段
・利用方策
・セキュリティ
・トラブル対応

鉄道局等と連携

緊急地震速報

緊急停止による危険回避

水門閉鎖エレベータ制御

自治体
等

民間事業者

鉄道事業者

緊
急
地
震
速
報
対
策
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム

「緊急地震速報対策推進プログラム」による初動体制・対策の強化「緊急地震速報対策推進プログラム」による初動体制・対策の強化

◇ 大きな揺れが来る前に地震発生を通知し、災害発生前の対策実施により地震被害を大幅軽減

◇ 被害をもたらす主要動が到達する前に列車の運行を制御し、乗客の安全を確保

別１０


